
使用料改定の必要性

汚水処理費用の９５％を目標とします

新料金は６月分の請求から

汚水処理費の不足分を公費で補てんしている状況は、町の行政サービスに影響をおよぼすだけでな
く、下水道未整備地区の方々との公平性を欠くこととなります。
また、整備開始以来３５年が経過しており、今後は計画的な下水道施設の更新や耐震化を進めていく

必要があります。

公費の負担を減らし、安定した下水道事業の経営を図るため、下水道事業審議会へ適正な使用料の
設定について諮問を行い、答申に基づき平成２９年１２月議会を経て、４月１日から下水道使用料の改定
を行うことになりました。
下水道事業では、人員削減や経費節減に努めてきましたが、今後も経営の安定化・健全化に向けた

取組に努めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

下水道使用料は、２か月に１回検針する排除汚水量（水道使用量）をもとに請求しています。新料
金については、６月分の請求からとなります。そのため、５月分の請求までは、旧料金での請求とな
ります。

使用料を改定します
問 上下水道課�７２１－５５５５

下水道使用料算定表（２か月につき）
金額（消費税込み）

増加額
２１６．０円
３０．２円
３２．４円
３５．６円
３７．８円
４１．０円
４３．２円
５７．２円

改定後
１，７２８円
１４９．０円
１６２．０円
１７６．０円
１８９．０円
２０３．０円
２１６．０円
２３０．０円

改定前
１，５１２円
１１８．８円
１２９．６円
１４０．４円
１５１．２円
１６２．０円

１７２．８円

排除汚水量
（水道使用量等）

２０㎥まで
２０㎥を超え４０㎥まで
４０㎥を超え６０㎥まで
６０㎥を超え１００㎥まで
１００㎥を超え２００㎥まで
２００㎥を超え６００㎥まで
６００㎥を超え２，０００㎥まで
２，０００㎥を超える分

種 類

基本料金

超過料金
（１㎥につき）

一般用汚水

改定前と改定後の比較（２か月につき）
金額（消費税込み）

増加額
２１６円
５１８円
８２０円
１，１４４円
２，８９４円

改定後
１，７２８円
３，２１８円
４，７０８円
６，３２８円
１４，９９０円

改定前
１，５１２円
２，７００円
３，８８８円
５，１８４円
１２，０９６円

排除汚水量（水道使用量等）

２０㎥を使用した場合
３０㎥を使用した場合
４０㎥を使用した場合
５０㎥を使用した場合
１００㎥を使用した場合

種 類

一般用汚水

２０１８年３月号 広報いな
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町の下水道事業について

下水道事業の経営状況

伊奈町の公共下水道事業は、県が昭和４８年
より着手した中川流域下水道事業として、昭
和５８年９月から事業に着手し、平成３年４月
に栄地区の一部から供用開始がなされました。
その後、事業の推進、整備区域の拡大に努め、
平成２８年度末には下水道管渠の総延長は約
１６５㎞、下水道普及率は７４．２％となりました。
現在、平成３２年度末までに、下水道事業認

可区域の整備完了に向け事業を推進していま
す。

下水道事業は、原則として使用者のみなさん
から納めていただいた下水道使用料により、汚
水処理費を賄うこととされています。平成２８年
度の使用料収入は、約３億７，３００万円でしたが、
汚水処理費は約４億８，１００万円と、約７７．６％に
とどまっており、不足分を公費（税金）で補て
んしている状況です。

４月１日から下水道
下水道は、公衆衛生の向上、

生活環境の改善、公共用水域の
水質保全など、私たちの快適な
日常生活や社会経済活動を支え
る、欠かすことのできない都市
基盤設備です。

※ が公共下水道
使用可能区域

公共下水道
使用可能区域

広報いな ２０１８年３月号
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